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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第１号 令和４年度月形町一般会計補正予算（第７号）

議案第２号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）

議案第３号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）

議案第４号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

議案第５号 令和４年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第６号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第

５号）

議案第７号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８号 月形町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

議案第９号 月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例等の一部を改正

する条例の制定について

議案第１０号 月形町篠津開拓婦人ホーム条例を廃止する条例の制定につい

て

議案第１１号 月形町昭栄会館条例の制定について

議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条例の制定について

議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交付条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１４号 月形町地域公共交通活性化協議会設置条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第１５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第１６号 月形町太陽光発電事業と地域との共生に関する条例の制定に

ついて

議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 月形樺戸博物館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 町道路線の認定について

議案第２０号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町民保養セ

ンターほか】

議案第２１号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町つち工房】

議案第２２号 和解及び損害賠償額の決定について

議案第２３号 令和５年度月形町一般会計予算

議案第２４号 令和５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算

議案第２５号 令和５年度月形町農業集落排水事業特別会計予算
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議案第２６号 令和５年度月形町介護保険事業特別会計予算

議案第２７号 令和５年度月形町後期高齢者医療特別会計予算

議案第２８号 令和５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は７人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

ただ今から、令和５年第１回月形町議会定例会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第１号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

大 釜 登 議員

松 田 順 一 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 会期の決定

○ 議長 金子 廣司 日程２番 会期の決定を議題といたします。

先に、議会運営委員会委員長から、去る２月２４日開催の議会運営委員会

での本定例会の運営について、報告の申し出がありましたので、これを許し

ます。

○ 議長 金子 廣司 議会運営委員会 東出善幸委員長、報告願います。

○ 議会運営委員会委員長 東出 善幸 議長の許可をいただきましたので、

令和５年第１回定例会の運営について、去る２月２４日に議会運営委員会を

開催いたしましたので、その協議結果をご報告いたします。

当日は、議長の出席をいただき、副町長の出席を求め、今定例会に提案さ

れる議案等の説明を受け、日程及び運営について、それぞれ協議をいたしま

した。

はじめに会期についてでありますが、本定例会に提案されている議案は、

議会提案として、予算特別委員会報告、発議、意見案、会議案を予定し、町

長提案は、令和４年度各会計補正予算、一般議案、令和５年度町政執行方針

並びに教育行政執行方針、令和５年度各会計予算及び予算関連議案でありま

す。

これらを踏まえ、本定例会の会期は、本日７日から３月２０日までの１４
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日間とすることにいたしました。

次に、一般質問についてでありますが、３月１４日の１日間を予定し、通

告期限は３月８日の正午までとしております。

一般質問の質問回数は原則４回までですので、十分に守っていただきたいと

思います。その他は会議規則に基づいて行いますので、活発な議論をお願いい

たします。

なお、執行方針に対する質疑は一般質問に含めて行います。

次に、議案等の審査要領についてでありますが、町長提案のうち、令和５年

度各会計予算６件及び予算関連議案７件の議案につきましては、一括提案とし、

議長を除く全議員による予算特別委員会を設置し、これに付託し、休会中の審

査とすることにいたしました。

次に、本日、予算特別委員会を開催し、正副委員長の選任、審査日程等の協

議を行い、３月１５日から開催される予算特別委員会で、各課長等から説明を

受け、質疑を行っていただくことになりますが、日程については精力的に進め

ていただくことをお願いいたします。

なお、議員の質疑及び町側の答弁につきましては簡潔明瞭にされ、議事運営

に特段のご協力をお願いいたします。

最後に、今議会においても新型コロナウイルス感染症予防対策として、説明

員の人数を制限しておりますので、ご理解をお願いいたします。

以上であります。

○ 議長 金子 廣司 以上で議会運営委員会委員長の報告を終わります。

お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員会委員長か

ら報告のとおり、本日３月７日から３月２０日までの１４日間にしたいと思

います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、会期については、本日７日から３月

２０日までの１４日間とすることに決定いたしました。

◎ 日程３番 諸般の報告

○ 議長 金子 廣司 日程３番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告については、お手元に配付のとおりでありますので、ご

覧願います。

次に、まちづくり常任委員会の閉会中における所管事務調査報告があります

ので、委員長の報告を求めます。

○ 議長 金子 廣司 まちづくり常任委員会 我妻 耕委員長、報告願いま

す。

○ まちづくり常任委員会委員長 我妻 耕 まちづくり常任委員会の令和
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４年度所管事務調査について、会議規則第７７条の規定により報告いたしま

す。

令和４年度のまちづくり常任委員会所管事務調査については、年度当初に

おいて調査事項の年間計画を策定し、総務課所管２件、企画振興課所管２件、

住民課所管３件、保健福祉課所管２件、農林建設課所管３件、教育委員会所

管２件及び町立病院所管２件の計１６件の調査項目を調査しております。

所管事務調査の方法としては、担当課と調整のうえ、各調査項目の現状及び

課題を説明してもらい、町としての今後の取組の推進や方向性の確認などを行

い、常任委員会の中での質疑等を通して、各調査項目の把握に努めてまいりま

した。

今回、調査した項目の中から、特筆すべき調査事項について３点ほど、私

からの所見をご報告いたします。

最初に、企画振興課所管事務の「ふるさと納税推進事業について」の調査

でありますが、寄附者に対する寄附の使い道については、ホームページに掲

載しているものの、詳細は掲載しておらず、実施した事業等の報告をしてい

るとのことでありました。寄附者は個々に月形町に納税してくれたわけであ

ります。その個々に対してどう対応していくかが大切で、月形町と繋がった

縁によるリピーター、応援者になるのではないか。月形町にとっては大切な

宝であるとの意識で、対応・分析することが、今後のふるさと納税事業にと

って重要なことであります。

また、町外事業者が生産、開発する商品の販売先となる町内事業者の確保が

難しく、新たな商品開発が行えない現状となっているとのことで、販売方法な

どの検討や新規開拓など町内の農商工それぞれの団体や個人とともに行政も

積極的に関わり、一致して取り組まなければいけない時期に来ていると考える

ところです。

次に、農林建設課所管事務の「農作物の生産・生育状況について」の調査

でありますが、今回の調査で、かなり強く質問されたのが、不安を抱える農

業者の説明会に関わる農業諸団体の出席を求めるものでありました。同時に

このことは月形町の農業の未来を、農業諸団体と行政が数字をもって話し合

うことをしていないことへの質問にもつながるものでありました。

農業者が少なくなったとはいえ、まだまだ多彩さを誇る月形の農業を、足腰

の強いものにし、手遅れにならぬよう農業協同組合や土地改良区、農業委員会、

農民連盟など農業諸団体や業者と月形町で構成される月形町農業再生協議会

が、更なる連携をもって取り組んでいただくことを望むものであります。

最後に、「財政状況について」の調査でありますが、今回、令和３年度から

令和１２年度までの１０年間の月形町の財政状況について説明を受けたとこ
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ろであります。

人口減少や今後の交付税算定基準の改正等先が見通せない中で、保養センタ

ー、宿泊施設、道の駅、地域拠点施設の整備、そして、義務教育学校の設置な

ど、町長の取り組もうとしている主要事業は目白押しであります。それに加え、

公共施設の維持補修も増えてきています。同時に、町民が希望を持ち、安心し

て暮らせることは、町長も議会も願いは一緒であります。その両立という厳し

い財政運営になるとは思いますが、各事業を精査しながら、国等の補助金に関

する情報の確実な収集、国の地方財政政策や交付税制度に注視し、月形町の財

政運営、各事業の遂行につなげることを望むものであります。

以上、特筆すべき事項及びそれ以外の調査内容及び結果については、配付

済みの報告書に記載のとおりでありますので、ご確認をお願いいたします。

以上、まちづくり常任委員会所管事務調査の報告といたします。

終わりにあたりまして、今年度の常任委員会に対しまして、事前の打合せ、

常任委員会当日に出席された担当者の方々、併せて、報告書の作成等に携わ

られた担当課の方々に感謝を申し上げます。

また、今期４年間、つつがなくまちづくり常任委員会を行えたことに対し

ましても、関わられた職員の方々全てに対しまして重ねて感謝を申し上げま

す。ありがとうございました。

以上で終わります。

○ 議長 金子 廣司 以上をもって、まちづくり常任委員会所管事務調査報

告といたします。

○ 議長 金子 廣司 以上で諸般の報告を終わります。

◎ 日程４番 行政報告

○ 議長 金子 廣司 日程４番 行政報告を行います。行政報告については、

お手元に配付のとおりでありますので、ご覧願います。

○ 議長 金子 廣司 以上で行政報告を終わります。

◎ 日程５番 議案第２０号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月

形町民保養センターほか】、日程６番 議案第２１号 公の施設に係る指定管

理者の指定について【月形町つち工房】、日程７番 議案第２２号 和解及び

損害賠償額の決定について、日程８番 議案第１号 令和４年度月形町一般

会計補正予算（第７号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第２０号 公の施設に係る指定管理者

の指定について【月形町民保養センターほか】、日程６番 議案第２１号 公

の施設に係る指定管理者の指定について【月形町つち工房】、日程７番 議案
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第２２号 和解及び損害賠償額の決定について、日程８番 議案第１号 令

和４年度月形町一般会計補正予算（第７号）は、関連がありますので、一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書３０７ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第２０号 公の施設に係る指定管理者の指定について、

ご説明申し上げます。このことにつきましては、地方自治法第２４４条の２

第３項の規定により、公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定したいの

で、同条第６項の規定による議会の議決を求めるものであります。１ 指定

管理者に管理を行わせる公の施設は、月形町民保養センターほか６施設であ

りまして、その名称及び所在地は記載のとおりであります。なお、（７）月形

町つち工房でありますが、指定管理を行わせるのは、つち工房の一部であり

まして、概ね北農沢川から北側のエリアとなります。残りのつち工房のエリ

アにつきましては、この後、議題となっております議案第２１号の公の施設

に係る指定管理者の指定でお諮りするものであります。２ 指定管理者とな

る団体の名称及び住所は、株式会社月形町振興公社 樺戸郡月形町１２１９

番地、３ 指定の期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの

１年間であります。指定管理者の指定の理由等でありますが、指定管理者と

なる団体は、町内に住所を有する町が全額出資している法人であり、現に当

該公の施設の指定管理者となり、町内外の利用者へ安定したサービスを提供

していること、また、当該公の施設の現状や課題等を十分把握していること

から、当該指定管理者が引き続き管理を行うことにより、これまで同様のサ

ービスの提供及び事業効果が期待できるところであります。こうしたことか

ら、月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例及び条

例施行規則に則りまして、公募によらず指名により現指定管理者からの申請

を受け、内容の審査を行い候補者に選定し、今回提案させていただいたもの

であります。なお、指定の期間を１年間といたしますのは、管理を行わせる

施設のうち、町民保養センター等の改修工事を令和５年度に着手、令和６年

度完了と計画しているところでありまして、施設改修の期間や施設改修後の

運営方針等が明確になっていない中にあっては、長期間にわたる指定管理は

適当ではありませんので、単年度の期間としたところであります。以上で説

明を終わります。

続きまして、議案書３０９ページをお開き願います。議案第２１号 公の

施設に係る指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。このことにつ

きましては、議案第２０号と同じく公の施設に係る指定管理者を指定したい
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ので、議会の議決を求めるものであります。１ 指定管理者に管理を行わせ

る公の施設は、月形町つち工房の一部でありまして、概ね北農沢川から町民

保養センター等との間にある鉄骨温室４棟、倉庫、管理棟、露地畑でありま

す。２ 指定管理者となる団体の名称及び住所は、株式会社ユニティファー

ム 樺戸郡月形町３８９２番地。３ 指定の期間は、令和５年４月１日から

令和１０年３月３１日までの５年間であります。つち工房の指定管理であり

ますが、指定管理の考え方や指定管理者の募集につきましては、昨年１０月

に議会全員協議会におきまして、説明をさせていただいております。その後、

要件を付しまして公募を行ったところ、農業法人で農地所有適格化法人であ

る株式会社ユニティファーム１社からの応募申請がありました。施設の基本

的な管理運営方針につきましては、町内外の方に農業への理解を深めてもら

うよう鉄骨温室や露地畑で農作物を栽培し、見学や収穫体験等ができる場に

するとともに、管理棟では、つち工房のとれたて野菜や月形産米のお米、お

にぎり等の販売を行うこととするものでありまして、将来的には観光農園的

なものとして充実させていきたいという考えでもあります。これらを町の選

定基準に照らして審査をした結果、施設の効用を効果的に発揮させるもので

あること、管理を安定して行う能力を有するものであること等が認められる

ため、指定管理者の候補者として選定し、今回提案させていただいたもので

あります。なお、指定の期間につきましては、当初は管理運営するに当たっ

て必要な設備の導入のほか、管理体制づくりにも一定の期間が必要であるこ

とを考慮いたしまして、段階的に指定管理を充実させていくため、指定の期

間を５年間とするものであります。以上で説明を終わります。

続きまして、議案書３１１ページをお開き願います。議案第２２号 和解

及び損害賠償額の決定について、ご説明を申し上げます。このことにつきま

しては、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、月

形町営住宅特定公共賃貸住宅こすもす団地漏水事故に関し、次のとおり和解

し、損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものであります。

１ 相手方は記載のとおりであります。２ 損害賠償額は、５６，３６４円、

次に説明順番が変わりまして、４ 漏水事故の概要でありますが、細部にわ

たりましては先月の議会全員協議会におきまして説明をさせていただいてお

りますので、概要をお話しいたします。令和４年１月１２日午後１０時４０

分頃、こすもす団地Ａ棟３階において、入居者である相手方の流し台の不適

切使用と町の上水道止水装置の管理不行き届きによる共同不法行為に起因す

る漏水が発生し、同室の床並びに２階の居室及び入居者の家財に損害を与え

たものであります。３ 和解の内容でありますが、３点ございます。１点目、

町は、相手方に対し、損害賠償金として５６，３６４円を令和５年３月３１
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日までに支払う。２点目、相手方は町に対し、損害賠償金として８６５，７

７３円を令和５年５月３１日までに支払う。３点目、町と相手方は１点目、

２点目に定めるほか、債権債務のないこと及び今後本件に関し異議の申立て

等を一切しないことを相互に確認する。以上、３点でございます。

続きまして、３１２ページ、５ 事故の過失割合及び賠償額についてであ

ります。今ほど申し上げました和解の内容の基礎となるものでありまして、

事故の過失割合は、本町３０％、相手方７０％とし、それぞれ町及び第三者

の損害に対し、その過失割合に応じた賠償を行うこととします。これにより

まして、第三者の損害額１８７，８７９円に対する町の賠償額は５６，３６

４円、相手方の賠償額は１３１，５１５円とします。また、こすもす団地Ａ

棟２室の修繕費１，２３６，８１９円に対します町の賠償額は３７１，０４

６円、相手方の賠償額は８６５，７７３円とします。以上で説明を終わりま

す。

続きまして、議案書３ページをお開き願います。議案第１号 令和４年度

月形町一般会計補正予算（第７号）について、ご説明申し上げます。第１条

ですが、補正予算第７号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，

８８１万９，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３

億３，１１８万１，０００円とするものであります。また、歳入歳出予算の

補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は４ページから７ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものでありま

す。

本補正予算につきましては、年度末に当たり、事務事業費の確定や執行見

込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行っての予算の整理でありまして、

主に新型コロナウイルス感染症の流行に伴う事務事業の中止、縮減などによ

る経費減額のほか、業務委託料や工事請負費などの執行残による減額を行う

ものであります。主にはそのようなものですが、今回、ＪＲ北海道からの札

沼線鉄道施設撤去委託金の基金への積立て、新型コロナウイルス感染症対策

として福祉入所施設支援金及び町立病院従事者医療支援金の給付、北海道市

町村備荒資金組合への積立金等新たな予算も計上しているところでございま

す。

それでは、事項別に主なものについてご説明をいたします。４６ページを

お開きください。はじめに、歳出です。１款 議会費 １項 議会費 １目

議会費、補正額３９４万６，０００円の減額です。次に、４８ページ、２款

総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費２１６万５，０００円の減額

です。２目 職員給与費１，０６６万５，０００円の減額でありまして、説

明欄、一般職給与費１，０５４万７，０００円の減額でございますが、一般
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職の給料につきましては、年度当初に予定をしておりました職員の採用が叶

わなかったこと、それに加えまして、年度途中に退職者が発生するなどしま

して、それが不補充となっていることなどが減額の主な要因でございます。

次に、５０ページです。３目 企画費、補正額９０５万４，０００円増額で

す。説明欄、中段、ふるさと納税推進事業２，６８０万円の減額でございま

す。ふるさと納税の寄附金額ですけれど、当初予算を下回る見込みをしてお

りまして、補正予算歳入で減額を行おうとしております。このため、連動し

てふるさと納税納付金記念品いわゆる返礼品など関係経費を減額するもので

ございます。その下、日常生活機能対策事業５，５７９万４，０００円増額

いたしますが、そのうちの日常生活機能対策ハイヤー事業につきましては、

昨年４月からスタートさせました定額ハイヤー事業「おでかけハイヤー」で

ございますけれど、この利用が好調に推移しておりまして、当初予算１２０

万円では納まらないことから、今回２３万８，０００円増額をさせていただ

くものです。その下、札沼線代替輸送事業等基金積立金につきましては、本

町とＪＲ北海道の間で本町が受託する鉄道施設物の撤去工事の費用が双方間

で合意をされておりますことから、本町に支払われます工事費用総額６億１，

０９５万１，０００円のうち、令和４年度に支払われる額５，６７１万６，

０００円を基金に積み立てるよう予算計上をするものでございます。次に、

５３ページ、説明欄、鉄道敷地整備事業１，７６９万２，０００円減額のう

ち、ＪＲ施設撤去工事でございますが、この工事費につきましては、軌道撤

去箇所数の減少に合わせまして入札執行によります減額でございまして、１，

５９８万７，０００円減額をするものでございます。５２ページ、４目 情

報推進費２０万３，０００円減額、５目 広報広聴費１９１万９，０００円

減額、６目 財政管理費４６万６，０００円減額、７目 会計管理費５０万

７，０００円減額。続きまして、５４ページ、８目 財産管理費２６３万３，

０００円減額、９目 交通安全費３１万１，０００円減額、２項 徴税費 １

目 税務総務費１８万５，０００円減額、２目 賦課徴収費８３万７，００

０円減額。続きまして、５６ページ、３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸

籍住民基本台帳費４８２万７，０００円減額、４項 選挙費 １目 選挙管

理委員会費１１万８，０００円減額、２目 参議院議員選挙費９９万８，０

００円減額、５項 統計調査費 １目 統計調査費７万１，０００円減額。

続きまして、５８ページ、６項 監査委員費 １目 監査委員費８万２，０

００円減額。

続きまして、６０ページです。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社

会福祉総務費１，８０７万５，０００円減額、説明欄、中段、補助金として

福祉施設等就労定着資格取得支援助成事業２３万円増額をするものでござい
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ますけれど、本年度の補助金交付の見込みが７件ございまして、３５万円と

なる見込みでございます。既存予算を２３万円上回る見込みから補正をさせ

ていただくものでございます。続きまして、６２ページでございます。説明

欄、中段ですが、にこにこ生活応援事業（低所得者世帯分）５３１万６，０

００円減額でございますが、７０歳以上の高齢者世帯と障がい者世帯に１世

帯当たり１万２，０００円を給付する事業でございました。この対象者、申

請者数が見込みに達しなかったための減額であります。その下、福祉入所施

設感染対策・雇用維持支援事業３３０万円の増額をさせていただきますが、

冒頭、申し上げました福祉施設への支援金でございます。町内の福祉関係施

設全てにおいて令和４年度新型コロナのクラスターが発生いたしました。そ

うした中で、施設職員の皆さんにおかれましては、肉体的、精神的負担が重

くのしかかってきたところでありまして、施設内の更なる感染対策強化と雇

用の維持を図るため、各福祉施設に支援金を交付するものであります。交付

金の額につきましては、対象施設の入所定員１人当たり１万円としまして、

５つの施設で合計３３０万円とするものでございます。今ほど説明いたしま

したにこにこ生活応援事業、福祉入所施設への支援金につきましては、新型

コロナウイルス感染症対策経費として地方創生臨時交付金を財源とさせてい

ただくものでございます。

説明欄、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業、住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付交付金８５０万円の減額でございます。

昨年１０月に予算補正をさせていただきました全額国費の事業でございます

が、低所得者等に対しまして１世帯当たり５万円を給付する事業、対象世帯

を８００世帯見込んでございましたけれど、対象者及び申請者数が見込みに

達しませんでした。８５０万円を減額するものでございます。次に、２目 老

人福祉費１，４２０万１，０００円の減額でございます。６４ページをお開

きいただきたいと思います。６５ページ、説明欄、介護保険事業特別会計繰

出金につきましては、９０１万６，０００円減額をするものでございます。

６４ページに戻っていただき、３目 国民年金費３万７，０００円減額、２

項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費９０６万円減額。

続きまして、６８ページでございます。４款 衛生費 １項 保健衛生費

１目 保健衛生総務費２，６３３万２，０００円減額、説明欄、病院事業会

計繰出金３，１３０万８，０００円。負担金の減額でございます。町立病院

事業におきましては、入院、外来ともに収益の増収を見込んでおりまして、

このことを主として一般会計からの繰出金を減額するものでございます。そ

の下、国民健康保険事業特別会計繰出金４９７万６，０００円増額をいたし

ますが、国民健康保険税の軽減対象者が増額したことなどによりまして、一
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般会計の負担分が増額となるものでございます。６８ページに戻っていただ

き、２目 予防費１８１万８，０００円増額でございます。次に、７１ペー

ジ、説明欄、上段、出産・子育て応援交付金１２５万円の増額でございます。

この交付金事業ですけれど、妊娠期から出産・子育てまでの伴走型の相談支

援と経済的支援を行うものでございまして、妊娠期における出産応援交付金

５万円の給付、出産後、子育て期における子育て応援交付金５万円を給付す

るもので、令和４年４月１日に遡って行うものでございます。この事業の財

源は、国が６分の４、北海道と本町がそれぞれ６分の１を負担するもので、

今回の予算計上は出産応援交付金１７名分、子育て応援交付金８名分であり

ます。その下、感染者受入医療施設従事者慰労事業６２５万円の増額をする

事業がありますが、これにつきましても、冒頭、申し上げました町立病院へ

の従事者の慰労金の事業でございます。町立病院におきましては、感染リス

クが高まるコロナ感染患者の受入れを令和４年度行っておりまして、数回の

クラスターが発生する中、医療従事者、職員等の心身が疲弊して、それに耐

えながら業務を行ってきているところでございます。このような状況の下で、

町立病院が地域医療サービスの提供を続けていけるということに町立病院で

従事をしていただいている皆さんに感謝をしまして、慰労金を支給すること

とするもので、その経費を町が負担するものでございます。支給対象と金額

は、町立病院の医療従事職員や事務職員１人当たり１０万円、町立病院の委

託業務の従事者１人当たり５万円を基礎として支給をするものでございまし

て、総額は６２５万円でございます。この事業の財源は、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として行うものでございます。続き

まして、７０ページ、３目 環境衛生費８２万６，０００円減額、次に、７

２ページ、４目 医療給付費、財源振替でございます。５目 保健センター

費３３万２，０００円減額、２項 清掃費 １目 清掃総務費６５万５，０

００円減額、２目 塵芥処理費２３６万円減額。

次に、７４ページ、５款 労働費 １項 労働諸費 １目 労働諸費１２

万５，０００円減額、次に、７６ページ、６款 農林水産業費 １項 農業

費 １目 農業委員会費７０万４，０００円減額、２目 農業振興費６４６

万７，０００円減額、次に、７８ページ、３目 畜産業費９，０００円減額、

４目 農地費１６３万７，０００円減額。７９ページ、説明欄、下段、月形

地区基幹水利施設管理事業省エネルギー化推進対策補助金３１７万７，００

０円増額ですが、電力料金等が高騰する中にありまして、この影響を緩和す

るため、省エネルギー化・コスト削減の取組に対しまして、土地改良区に交

付するものでございまして、財源は全額国費でございます。次に、７８ペー

ジに戻っていただき、２項 林業費 １目 林業振興費５２４万６，０００
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円減額。

８２ページです。７款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振興費４２

１万６，０００円減額、２目 観光費４００万８，０００円減額でございま

す。説明欄、地域おこし協力隊事業３９５万３，０００円減額があります。

地域おこし協力隊は、当初４月から予定をしておりましたが、実際に着任し

たのが３月１日でございます。月形町振興公社において用務に当たることと

しておりますが、着任が遅くなったということで、経費を減額するものでご

ざいます。８２ページに戻っていただき、３目 ふるさと公園費１８８万１，

０００円減額。

８４ページです。８款 土木費 １項 土木管理費 １目 土木総務費５，

０００円減額、２項 道路橋梁費 １目 道路維持費３６８万１，０００円

減額、２目 道路新設改良費１３７万７，０００円減額、３目 橋梁維持費

１，１８９万９，０００円減額、４目 除雪対策費４３５万６，０００円増

額、説明欄、町道及び公共施設除排雪業務７１１万９，０００円増額するも

のでございます。この７１１万９，０００円を増額すると見込んだ時点は、

本年のこの補正予算を作る１月下旬でございまして、現時点では、この増額

内で収まるものと見込んでおります。８４ページに戻っていただき、３項 河

川費 １目 河川総務費６，０００円減額。次に、８６ページ、４項 住宅

費 １目 住宅管理費９４４万９，０００円減額、説明欄、町営住宅管理経

費のうち、町営住宅事故損害賠償金５万７，０００円を増額するもので、議

案第２２号で説明を申し上げました、こすもす団地の漏水事故による第三者

の損害額のうち、町の賠償額でございます。この賠償金につきましては、全

額損害賠償保険金を見込んでおります。

次に、８８ページ、９款 消防費 １項 消防費 １目 消防費１，０３

０万９，０００円減額、２目 防災費１億２，８５６万６，０００円増額、

説明欄、下段、北海道市町村備荒資金組合への負担金１億２，９７０万円で

ございます。令和４年度の一般会計の決算見込みを立てましたところ、余剰

金の中で一部を北海道市町村備荒資金組合に積立てできると、その額が１億

２，９７０万円でございますが、その余剰金の一部を積み立てるということ

で、１億２，９７０万円の増額でございます。なお、この積立てにつきまし

ては、備荒資金組合における超過納付金として積み立てるものでございます。

次に、９０ページ、１０款 教育費 １項 教育総務費 １目 教育委員

会費２万７，０００円減額、２目 事務局費２万９，０００円増額、３目 教

育振興費８５１万２，０００円減額、教育振興費の説明欄、中段、補助金、

修学旅行等キャンセル料補助金１万３，０００円を計上させていただいてお

ります。昨年ですが、月形中学校の修学旅行の直前に１名の生徒が新型コロ
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ナウイルスに感染いたしまして、旅行の参加を取り止めざるを得ないことに

なりました。その取り止めに当たってキャンセル料が生じたところでありま

すが、このキャンセル料を町が全額負担するということでの予算計上でござ

います。次に、９２ページ、２項 小学校費 １目 学校管理費３１万６，

０００円減額、３項 中学校費 １目 学校管理費２０４万円減額、次に、

９４ページ、４項 社会教育費 １目 社会教育総務費２７５万５，０００

円減額、２目 社会教育施設費２１３万４，０００円減額。９７ページ、説

明欄、博物館整備事業、本田明二ギャラリー新設工事を行いまして、その工

事が終わりました。現在の農業研修館２階にそのギャラリーが設置されまし

て、樺戸博物館は３月２０日から開館する予定ですけれど、そこからご覧い

ただけることになります。９６ページ、５項 保健体育費 １目 保健体育

総務費２０６万２，０００円減額、２目 体育施設費４６万円増額、３目 学

校給食費２４２万６，０００円減額、９８ページです。１２款 公債費 １

項 公債費 １目 元金２７万３，０００円増額、２目 利子２７万３，０

００円減額でございます。

議案書１８ページをお開きください。続きまして、歳入です。１款 町税

１項 町民税 １目 個人、補正額５３９万４，０００円増額、２目 法人

１４０万７，０００円増額、２項 固定資産税 １目 固定資産税３２８万

円増額、３項 軽自動車税 １目 環境性能割１万８，０００円減額、２目

種別割２３万４，０００円減額、４項 町たばこ税 １目 町たばこ税１０

万３，０００円増額、５項 入湯税 １目 入湯税１５万２，０００円増額、

１８ページに記載されております町税につきましては、今回合わせて１，０

０８万４，０００円増額をするものでございます。続きまして、２０ページ、

２款 地方譲与税 ３項 森林環境譲与税 １目 森林環境譲与税５万４，

０００円減額、次に、２２ページ、１０款 地方交付税 １項 地方交付税

１目 地方交付税、補正額２億３，７２９万５，０００円増額、この増額は、

普通交付税でございます。普通交付税の当初予算額は、１８億５，０００万

円でございました。次に、２４ページ、１２款 分担金及び負担金 １項 負

担金 １目 民生費負担金６万円減額、３目 農林水産業費負担金４８６万

４，０００円減額。次に、２６ページ、１３款 使用料及び手数料 １項 使

用料 １目 総務使用料２２万８，０００円減額、２目 民生使用料１０万

２，０００円減額、３目 衛生使用料２０万８，０００円増額、５目 土木

使用料１０９万円減額、６目 教育使用料１８４万２，０００円増額。教育

使用料、説明欄、博物館入館料１１７万６，０００円増額をいたします。当

初予算の計上額が１４４万９，０００円に達しまして、今回さらに１１７万

６，０００円増額いたしますが、令和４年度開館中の入館者が昨年と比べま
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すとかなり増加したというものでございます。２６ページに戻りまして、２

項 手数料 ２目 衛生手数料９８万３，０００円増額、３目 農林水産手

数料１４万８，０００円増額。２８ページです。１４款 国庫支出金 １項

国庫負担金 １目 民生費国庫負担金１２７万９，０００円減額、２目 衛

生費国庫負担金１５３万円増額、２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助

金２１５万５，０００円減額、２目 民生費国庫補助金６５２万６，０００

円減額、３目 衛生費国庫補助金１３２万１，０００円減額、４目 教育費

国庫補助金６万７，０００円増額、３項 委託金 １目 総務費委託金１０

１万９，０００円減額、２目 民生費委託金７５万５，０００円増額、３目

土木費委託金２，０００円減額、４目 消防費委託金１１万５，０００円増

額。３０ページです。１５款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生費道

負担金２３３万円減額、２目 衛生費道負担金１７１万９，０００円増額、

２項 道補助金 １目 総務費道補助金１万９，０００円減額、２目 民生

費道補助金１７万４，０００円減額、３目 衛生費道補助金３１万２，００

０円増額、４目 農林水産業費道補助金１３８万１，０００円増額、５目 商

工費道補助金１１９万６，０００円減額、６目 土木費道補助金６２万７，

０００円増額、３項 委託金 １目 総務費委託金５万４，０００円減額。

３２ページです。２目 土木費委託金５万３，０００円減額。３４ページで

す。１６款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 財産貸付収入４４万２，

０００円増額、２項 財産売払収入 １目 不動産売払収入２５２万１，０

００円増額、説明欄、土地売払収入として分譲地売払２１９万７，０００円

でございます。林間住宅地の一区画をご購入いただいた分でございます。３

６ページでございます。１７款 寄附金 １項 寄附金 １目 一般寄附金

１７５万円増額、２目 総務費寄附金２，６５０万円減額でございます。説

明欄、歳出でも触れましたふるさと納税寄附金、当初２億１，９７０万円を

計上しておりましたが、この補正予算の見込みの時点では、そこから２，６

８０万円ほど減額になるだろうということで、今回減額をさせていただきま

すが、２月末時点では１億８，００９万３，０００円でございまして、今回

減額後の予算までの寄附金も少し難しいかなという見込みになってございま

す。３６ページに戻っていただき、３目 民生費寄附金１万円減額。続きま

して、３８ページです。１８款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 財政調

整基金繰入金６，７７８万３，０００円減額、２目 ふるさと活性化基金繰

入金３８万１，０００万円減額、３目 青少年健全育成基金繰入金１４０万

円減額、４目 公有財産整備基金繰入金１億５，２６９万９，０００円減額、

５目 地域福祉基金繰入金１６５万２，０００円減額、６目 ふるさと納税

基金繰入金４，０００万円減額、７目 減債基金繰入金２，１０５万３，０
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００円減額、８目 札沼線代替輸送事業等基金繰入金１，８５５万５，００

０円減額、９目 森林環境譲与税基金繰入金３０万円減額。１項 基金繰入

金のうち、財政調整基金、公有財産整備基金、減債基金の３つの基金からの

繰入金は、全額取り止めることといたします。その額は合わせて２億４，０

００万円余りでございます。続きまして、２項 特別会計繰入金 １目 介

護保険事業特別会計繰入金６，０００円増額。４０ページです。１９款 繰

越金 １項 繰越金 １目 繰越金３，０８４万１，０００円増額でござい

まして、令和３年度の実質収支の額を今回の補正で全額予算化するものでご

ざいます。続きまして、４２ページです。２０款 諸収入 ４項 受託事業

収入 １目 衛生費受託事業収入１６万４，０００円減額、２目 農林水産

業費受託事業収入２万８，０００円増額、５項 雑入 ２目 弁償金１１０

万２，０００円増額でございます。説明欄、弁償金につきましては、公営住

宅の退居に伴います修繕等に要する経費のうち、退居者の責任負担分、退居

者が負担を負う分として２３万７，０００円を歳入で計上させていただくも

のでございます。その下、町営住宅修繕費用弁償金は、先ほどの議案第２２

号に係ります、こすもす団地の漏水事故による居室２室の損害のうちの相手

方の賠償額を歳入で計上するものでございます。４２ページに戻っていただ

き、４目 給食事業収入７４万４，０００円減額、５目 雑入、補正額６，

２７９万７，０００円増額でございます。説明欄、上段、札沼線代替輸送事

業等支援金６４万１，０００円につきましては、札沼線バスのバスベイ設置

工事に伴いまして、電柱の移設をしておりますけれど、その移設経費をＪＲ

北海道から追加で交付されるものでございます。中段、公有物件建物災害共

済金４００万７，０００円ございます。これにつきましては、これまでの屋

根雪の落雪等で損傷して請求しておりました公共施設の災害共済金でござい

ます。その下、札沼線鉄道施設撤去委託金につきましては、歳出で説明させ

ていただきました。総額のうちの令和４年度分の支払われる額５，６７１万

６，０００円でございます。続きまして、４４ページです。２１款 町債 １

項 町債 １目 総務債２，５６０万５，０００円減額、２目 民生債１０

０万円減額、３目 衛生債２４０万円増額、４目 農林水産業債３０万円減

額、５目 商工債５０万円減額、６目 土木債１，１３０万円減額、７目 教

育債５３０万円減額でございます。

続きまして、８ページをお開きください。補正予算第２条 繰越明許費の補

正であります。年度内に支出が終わらない見込みの事業でありまして、翌年度

に繰り越して使用できる経費として、第２表 繰越明許費補正のとおり、新型

コロナウイルス感染症対策経費（農業用肥料購入支援事業）を追加するもので

あります。農業用肥料購入支援事業でございますが、新型コロナウイルス感染
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症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、国が行う肥料高騰対策事業の

上乗せ事業として実施することとして、補正予算第５号で予算補正をさせてい

ただいたところでありますが、国の事業が令和５年度へ繰越措置されることか

ら、町の事業につきましても連動して翌年度に繰越をするものでございます。

次に、補正予算第３条 債務負担行為の補正であります。これにつきまして

は、第３表 債務負担行為補正において、先ほど議案第２０号及び議案第２１

号に係る指定管理料を含め１５件の業務等を追加、１件の変更、１件を廃止す

るものであります。

続きまして、９ページから１１ページの補正予算第４条 地方債の補正であ

ります。第４表 地方債補正のとおり、事業費及び起債対象経費の確定等によ

り、それぞれ限度額を変更するものであります。以上で議案第２０号、議案第

２１号、議案第２２号及び議案第１号の説明を終わります。ご審議の上、議決

賜りますようよろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時０９分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午前１１時１５分再開）

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 ７１ページ、先ほど副町長から町立病院の感染者受入

医療施設従事者慰労事業６２５万円増額、慰労金を支給するということをお

聞きしました。オミクロン株になって多くの市町村が大変になったことは記

憶に新しいことでございますが、当初、月形町立病院では、病院の構造上、

受入れが難しいのではないかとお話をされていたと思いますが、先ほど言っ

たようにオミクロン株になってそういうわけにはいかなくなったということ

で、町立病院でも受け入れていただいたということでありますが、現実に対

応してみて、医療従事者からなかなか難しかったという意見はあったのか。

そういう意見が、今後、どのように活かされるのか、その辺をお聞きしたい

と思います。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 高田 恵一 今回、コロナのクラスターですけれど、本年度

３回起きました。はじめての病気という形で感染対策等については、職員皆

さん苦労してやっているところでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。
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○ 議員 松田 順一 今、対応して頑張っているところであるというお話を

聞きました。周辺町村の病院を見ますと、月形町立病院ばかりでなく、将来

来るかもしれない新たな感染症に対応する形で病院を新たにしたいところも

あると聞いております。月形町立病院では、その辺のことはまだ考えていな

いということでよろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 内容が理解できないけれど、今、何を聞こうとしてい

るのか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 美唄市立病院でも新たに改築することになっていると

思うのですけれど、いわゆる新築する上で、美唄市ばかりでなく他町でも構

造的に問題があるなら、今すぐにということではなく将来的には病院も新た

な対応をする必要があるのではないかという意味で聞いたわけです。

○ 議長 金子 廣司 新たな対応ということは、増築や改修のことを聞いて

いるのですか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 はい。

○ 議長 金子 廣司 それについては、議案に関係のない質問をしているの

で、適当ではないと思います。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 はい、分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 何点か教えてほしいのですけれど、６１ページ、地域

福祉事業の中の福祉施設就労定着支援事業１０５万５，０００円減額している

のですけれど、この状況について教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 福祉施設就労定着支援事業につきましては、

福祉施設の人材確保のために５０万円までを限度といたしまして、掛かった

費用の２分の１を補助するという事業でございます。人材確保のために、例

えば、人材派遣会社を利用したり、ＰＲのためにお金を使ったりという所に

補助することになっておりますけれど、今年度は申請する施設が少し減りま

して、２か所は申請がなかったです。それと、１か所は５０万円までに達し

なかったということで、それより低い金額の補助額となりまして、１０５万

５，０００円の申請がなかったということでございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
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○ 議員 東出 善幸 ７１ページ、上段、不妊治療費用８２万５，０００円

減額しているのですけれど、減額した理由と現在、何人の方が受けられてい

るか、分かれば教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 当初予算でございますけれど、不妊治療につ

きまして１０万円分を４名、１５万円分を２名と考えていたのと、不育症、

お子さんがお腹の中でなかなか育たないということですけれど、不育症の治

療に関して１５万円分を２名ということで、合わせて１００万円を計上して

おりました。今年度は、ＰＲ不足ということもあるのかもしれないですけれ

ど、１名の申請にとどまっておりまして、その方の治療費用が約２万５，０

００円だったということで、８２万５，０００円を減額するものです。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 続いて、７３ページ、廃棄物広域処理事業１９３万５，

０００円減額したというのは、全体のごみの量が減ったのか、月形分が減っ

たことによるものか、教えてください。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 廃棄物広域処理事業１９３万５，０００円の減額

につきましては、広域処理施設への搬入量の減がございました。当初予算計

上時は、過去３年間の平均の５％ほど上乗せで少し余裕を持った当初予算で

計上しておりますので、合計数量でも今回搬入量が下回ったということでご

ざいます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 当初予算である程度増えることもあるということで増

やしたということですけれど、今の３市町の負担割合を教えていただけない

でしょうか。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 岩見沢市、美唄市の資料は、今、手元にないです

けれど、月形町につきましては、全体量のだいたい３％から４％程度という

状況でございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 確か３．１４％だった記憶もあるのですけれど、そん

なに変わっていないということですね。分かりました。

次に、９１ページ、教育費、学校教育振興事業の会計年度任用職員報酬の減、

９５ページ、博物館管理経費の会計年度任用職員報酬の減、９７ページ、学校

給食経費の会計年度任用職員報酬の減ですけれど、この報酬の減の内容につい

て教えてください。
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○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 五十嵐 克成 ９１ページの学校教育振興事業の会計年度任用

職員報酬の減ですけれど、こちらにつきましては、学校の時間講師や特別支

援員の報酬等になってございます。これの減の理由ですけれど、小学校の時

間講師が３名予定をしてございましたけれど、そのうち１名の採用が遅れて

しまったところの減、同じく小学校の特別支援員を２名みていたのですけれ

ど、そのうち１名については、未採用という形になってございます。それに

伴う減です。但し、対応等については、現在の人員で充足しているところで

ございます。

９５ページ、博物館管理経費の会計年度任用職員報酬の減ですけれど、解説

員を町職員として採用しておりますが、予算が３名ということでみさせていた

だいております。現行は２名の採用という状況になっております。３名雇い入

れることが良いのかもしれないですけれど、ちょうど、この間、コロナで団体

の受入れ等をしていないということもありまして、現在は２名でやれている状

況です。それに伴う減です。令和５年度については、同じく３名を予算計上し

ておりますので、状況等も見て採用していきたいと思っております。

９７ページ、学校給食経費の会計年度任用職員報酬の減ですけれど、調理員

等の報酬等でございますけれど、この減については、人数については充足して

いるのですけれど、時間外等がそれほど使われなかったということで、全員分

の時間外が圧縮されたことに伴う減でございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 今の部分の確認ですけれど、全体の中での時間外の減

であって、調理員１名が減員になったということではないということで良い

ですね。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 五十嵐 克成 そのとおりでございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 ３０９ページの公の施設に係る指定管理者の指定につ

いてですが、つち工房の管理をされる方が町内の方でもありますし、決まっ

て良かったということで、喜んではいるのですが、複数の確認ですが、管理

内容として除雪等を含めてどんな管理をするのか、施設の使用料はいくらな

のか、補修や修繕等については、どのような決め事になっているのか、教え
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てください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 まず、施設の使用についてですが、施設の管

理につきましては、夏場の草刈り、冬場の除雪等の施設の維持管理を行って

いただくことになります。使用料、指定管理料につきましては、今申し上げ

た施設の維持管理に係る費用を町で指定管理料としてお支払いすることにな

ります。修繕等につきましては、１０万円未満の修繕について数件指定管理

料の中で賄わせていただいております。それ以上のものについては、指定管

理者と協議の上、修繕していくことになっていきます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 夏場の草刈りや冬場の除雪等は、指定管理料として支

払うという認識でよろしいですね。修繕についても１０万円未満については、

指定管理料の中で、その他については相談の上でということですね。分かり

ました。

続きまして、８３ページ、商工費、商工業振興費、商工振興事業、補助金、

ＵＩＪターン新規就業支援事業が１６０万円の減額になっています。これは、

確か当初予算１６０万円で、全額減額という理解でよろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 そのとおりで、全額減額となります。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 一緒に聞けばよかったのですが、前年の町政執行方針

で、「就業者の移住及びそのマッチングを支援する」ということで「ＵＩＪタ

ーン新規就業支援事業に取り組みます。」と町政執行方針にあったと思うので

すが、それが全額使われなかったというのは、どのようなことが考えられる

のか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 対象となる方がいらっしゃらなかったという

こともありますが、こちらの事業につきましては、財源について国が２分の

１、道が４分の１、町が４分の１となっておりますが、北海道から財源が無

くなったということで事業を中止するという内容の連絡が入りまして、それ

に合わせて本町の事業も実施を停止したということです。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 町政執行方針の中にあるということは、かなり強い意

志を持って取り組もうということだったと思うのですけれど、そういう事情

だったということですね。分かりました。

次ですが、４９ページ、職員給与費、一般職給与費で、先ほど副町長から職
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員の採用が叶わなかった。それから、退職者が補充できなかったので減になり

ましたと説明があったのですが、去年と比べて、去年３月補正時点では、手当

の中に時間外勤務手当があったと思うのですが、今回その項目が落ちていると

いうのは、何か理由があるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 給与費の時間外手当の減額がないのはなぜかとい

うお尋ねでございますけれど、職員の変動はあるのですけれど、時間外勤務

手当につきましては、１月時点で見込んだところ、当初予算を減ずるという

見立てが立たなかったということで、項目としては載っていないということ

でございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 減額でなくて増額でも良いのですが、ただ、どのよう

に変わったのかということで、個人的かもしれないですが、見るに当たって

今年はコロナやマイナンバーの取組などの主要事業について、職員がかなり

やっている中で、どのような働きになっているのか、超過されているのでは

ないかということを見るときに、それを見るのですけれど、それが増額、減

額どちらでも良いのですけれど、それがどうなっているのか。どうして落ち

ているのかということです。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 職員の時間外手当の予算計上ですけれど、職員給

与費、一般職給与費で計上している分と特にコロナ感染対策や物価高騰等の

支援に要する国費を伴う事業については、一部そちらで予算化しているもの

もございますので、職員が時間外をやっているものが複数の科目から支出さ

れているということで、一般職給与費については時間外の増減の補正はない

ということでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 昨年まではそれは書くに値するぐらいあった、今年は

ないということですか。

○ 議長 金子 廣司 もう少し、分かりやすく説明してください。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 昨年と比較して補正をするような要素がないとい

うことでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 昨年は１９４万円減額されています。今年も他の手当

を見たときに、６万８，０００円の減額だとか、補正するほどのことはなか

ったというのは、額ですか。額の多い、少ないでやっているのか。私たちは、
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それを見て町の中の動きを見たいということで、こういう資料をいただいた

ときに見るので、その辺を答えていただきたい。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 時間外手当が補正されていないのではないかという

ことですけれど、１月下旬くらいに見込みを立てます。例えば、扶養手当や

住居手当、通勤手当は、月額で決まっているので、３月までは見通しができ

るので、減額や増額が可能なのですが、時間外手当は、例えば、２月、３月

の時間外をどれぐらいするのかによって変わるわけです。それで、見込みを

立てたときに、当初予算ぐらいで収まるということで、増額、減額もしてい

ないということです。それが増えたり、減ったりという見込みになると、そ

れは補正をさせていただきますけれど、そういうことで、今回は時間外手当

の補正はなしということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。去年までは見越せたということで、理

解いたします。

６３ページ、新型コロナウイルス感染症対策経費につきまして、交付金で

にこにこ生活応援事業（低所得者世帯分）ですが、先ほどの説明にありまし

たように１万２，０００円ということで、対象者、申請者が見込みに達しな

かったということですが、これは７月に予算が上がってきたと思うのですが、

１，０８０万円、今回の減額が５３１万６，０００円ということで、半分ぐ

らいの減額と考えてよろしいでしょうか。もし、半分だとしたら、どうして

半分になったのか、半分しか申請がなかったのか、それとも対象者をつかみ

切れなかったのか、その辺の理由があれば、教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 大幅な減額になってしまったのは、大変申し

訳なかったと思いますけれど、当初の見込みが少し甘かったというのはござ

います。当初７０歳以上と障がい者世帯で６００世帯、７０歳未満の非課税

世帯３００世帯と考えまして、１世帯１万２，０００円の給付で１，０８０

万円を計上しておりました。実績ですけれど、７０歳未満の非課税世帯が３

０６世帯、こちらはほぼ見込みが当たっていたのですが、高齢者の世帯が１

３１世帯、障がい者世帯が２０世帯ということで、４５７世帯の申請がござ

いました。対象といたしましては、最終的には６３３世帯となりましたので、

当初の世帯が少し見込み過ぎだったかなと思っております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

〇 議員 我妻 耕 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
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○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 １点だけ、お伺いします。５１ページ、ふるさと納税

推進事業が今回減額補正されていますけれど、当初予算を多く見積もって減

額したのか。今、ふるさと納税はどこの自治体もかなり右肩上がりですけれ

ど、うちは前回が大き過ぎたのか分からないですけれど、減額になっていま

すけれど、この理由についてと、今後、ＰＲ不足などいろんなことがあると

思うのですけれど、町としてはどういう考えで、ふるさと納税をもう少し上

げていくのか、その考えを聞きたいです。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 ふるさと納税推進事業につきましては、今年

度につきましても米の返礼品に係る寄附が減少しております。その代わりと

言いますか、新たに別の商品等もラインナップの中に加えまして、不足分を

補うようにはしているのですけれど、米の部分の減少が大きいということで、

今回このような減額になっています。

今後、次年度に向けましても、新たな返礼品を協議しておりますので、ラ

インナップを増やしながら、ふるさと納税の寄附額を維持していきたいと考

えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 米の返礼品が減ったということで、この要因について

は、検討はしているのか、これから検討するのか分からないけれど、なぜ、

減ったのかという検討は、進めてはいるのですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 加藤 弘光 正式な理由というのは、分からないですけれ

ど、想定としましては、他の自治体のお米の返礼品の価格をサイトで確認し

ますと、月形町よりもかなり安価になっております。そういうところとの比

較となると月形町に対しての返礼品に対する寄付が減ってきているのかなと

感じております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 そうなると、安い方に納税者が行くと思うのですけれ

ど、米、メロンやスイカも必要ですけれど、それ以外に、先ほど、課長が言

ったように次の新しいものをしっかり作っていかなかったら、納税者にせっ

かく納税していただいても、下がったら町の財政にも響いてくるのかなと、

だから、そういうこともしっかり検討しながら、一番大事なことなので、し

っかりやっていただきたいと思います。これについては、答弁はいりません。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
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○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 １点、お伺いします。８９ページ、防災対策経費の中

で、下段にあります北海道市町村備荒資金組合に対する積立ての件ですが、

１億２，９７０万円ということで、先ほど説明がありました。これは、令和

３年度の余剰金の一部をこれに充てるということですが、先ほどの説明の中

で聞き違いでなければ、この金額については超過分、超えた分の積立てであ

るというような説明があったかと思うのですが、うちの町の基準的なものが

あるのであれば、この町の規模として備荒資金についてはこれぐらいの目安

があるというのであれば、その金額を教えていただきたいのと、今、うちの

町は、この組合に積み立てている備荒資金というのは、いくらあるのか、こ

の２点についてお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 備荒資金組合への積立てでございますけれど、先

ほど説明の中で、令和４年度の決算見込みを立てての余剰金ということで、

１億２，９７０万円を積み立てるというお話をしたところでございますけれ

ど、備荒資金組合への積立てにつきましては、普通納付金と超過納付金の２

つに２本立てされておりまして、今回積立てするのは超過納付金分というこ

とで、積立てを予定しております。令和４年３月３１日現在の備荒資金組合

への積立金の残高でございますけれど、５億４，８８９万２，０００円とし

ているところでございまして、これに加えて１億２，９７０万円、また、こ

の後、実際に決算を迎える時期に向かって、さらに余剰が生じましたら、追

加で積立てを検討しております。

積立金の基準というお尋ねでございますけれど、今、資料を手元に持ち合

わせておりませんが、普通納付金で３億円を基準としているのではなかった

かなと記憶しております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 約５億５，０００万円あるということですけれど、こ

れについては、毎年余剰金が出るか出ないかは、その年によって分からない

けれど、今後、うちの町としても更なる備荒資金への積立てを、余剰金が出

れば行っていくのか、あるいは、違うところに財源をまわすのかということ

で、毎年１億円以上も備荒資金にまわせる、まわせないかもあるけれど、町

の基本的な考えとしては、余剰金が出れば、かなりの額をこれからも継続し

て積んでいくという考えがあるのかどうか、その辺のことをお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 決算見込みを立てての余剰金の積立てでございま
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すが、お尋ねの北海道市町村備荒資金組合への積立てあるいは減債基金また

は財政調整基金への積立てということで、その使用すべき使途もある程度考

えながら積立てをしていきたいと考えておりまして、今回の備荒資金組合の

積立てにつきましては、今検討中の義務教育学校につきましては、避難所機

能を有するという防災に関する施設の側面もございますので、これの財源の

一部に充てることを見込みながら、今回備荒資金組合に積立てをするもので

ございます。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号及び議案第

１号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時４９分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 １時３０分再開）

◎ 日程９番 議案第２号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）

○ 議長 金子 廣司 日程９番 議案第２号 令和４年度月形町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１０７ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第２号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算

第４号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５万３，０００円減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３，２００万５，０００

円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は１０８ページから１０
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９ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の予算補正につきましては、年度末に当たり、事務事業費の確定や執行

見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いましての、主に予算整理であり

ます。

それでは、１２４ページをお開きください。主な点についてご説明を申し上

げます。最初に、歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管

理費４万５，０００円減額、説明欄、一般管理費、負担金、北海道国保連合会

負担金１４万６，０００円の増につきましては、システム改修に係る負担金の

増額によるものでございます。１２４ページに戻りまして、２項 徴税費 １

目 賦課徴収費８万８，０００円減額、３項 運営協議会費 １目 運営協議

会費６万１，０００円減額、１２６ページです。２款 保険給付費 ４項 出

産育児諸費 １目 出産育児一時金８４万円減額。１２８ページです。３款

国民健康保険事業費納付金 １項 医療給付費分 １目 医療給付費分、２項

後期高齢者支援金等分 １目 後期高齢者支援金等分及び３項 介護納付金

分 １目 介護納付金分、これにつきましては、財源振替でございまして、一

般会計からの繰入金を増額しての財源振替でございます。次に、１３０ページ

です。５款 保健事業費 １項 特定健康診査等事業費 １目 特定健康診査

等事業費２１万２，０００円減額、２項 保健事業費 １目 保健衛生普及費

３万１，０００円増額。１３１ページ、説明欄、健康づくり推進事業につきま

しては、栄養指導費用を増額いたします。続きまして、１３２ページ、７款 諸

支出金 １項 諸費 ３目 直営診療施設勘定繰出金、補正額５６万２，００

０円増額、直営診療施設勘定繰出金、町立病院への繰出金ですけれど、保険給

付費等交付金の特別交付金で受けるものを町立病院に繰り出すものでござい

ます。

続きまして、１１６ページをお開きください。歳入です。４款 道支出金 １

項 道補助金 １目 保険給付費等交付金２７万８，０００円減額、１１８ペ

ージです。６款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金、補正

額４９７万６，０００円増額でございまして、説明欄、保険基盤安定繰入金、

軽減分と支援分につきましては、保険税軽減対象者が増加したことによります

一般会計からの繰入金を増額するものでございます。続きまして、１１８ペー

ジに戻りまして、２項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金１，２１３万

５，０００円減額でございます。国保会計の歳入、歳出の財源調整として繰入

金で調整するものでございます。続きまして、１２０ページ、７款 繰越金 １

項 繰越金 １目 繰越金、補正額６８２万３，０００円増額、この補正によ

りまして、令和３年度の繰越金を全額予算化いたします。続きまして、１２２

ページ、８款 諸収入 ２項 雑入 ３目 雑入３万９，０００円減額でござ
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います。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１０番 議案第３号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程１０番 議案第３号 令和４年度月形町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書１３５ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第３号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算

第２号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９９万１，０００円

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８８４万６，０００円

とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は１３６ページから１３７

ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、年度末に当たり、事務事業費の確定や執行

見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いましての、主に予算の整理であ

ります。

それでは、１５８ページをお開きください。最初に、歳出です。１款 総務

費 １項 総務管理費 １目 一般管理費２８万７，０００円減額、２目 施

設管理費２９８万４，０００円減額、１６０ページです。２款 農林水産業費

１項 農業費 １目 農村総合整備事業費１５２万円減額。次に、１６２ペー

ジです。３款 公債費 １項 公債費 １目 元金１８万円減額、２目 利子

２万円減額です。

続きまして、１４６ページをお開き願います。歳入です。１款 使用料及び

手数料 １項 使用料 １目 下水道使用料３２９万１，０００円減額、現年
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度分、滞納繰越分ございますが、現年度分につきましては、人口減少等が起因

していると思われる下水道使用料の減額でございます。続きまして、１４８ペ

ージです。２款 道支出金 １項 道補助金 １目 農林水産業費補助金２０

万円減額。次に、１５０ページです。３款 繰入金 １項 一般会計繰入金 １

目 一般会計繰入金１１６万３，０００円減額。次に、１５２ページ、４款 繰

越金 １項 繰越金 １目 繰越金２５万６，０００円増額、令和３年度の繰

越金をこれで全額予算化するものでございます。次に、１５４ページです。５

款 諸収入 １項 雑入 １目 雑入１９万３，０００円減額です。次に、１

５６ページ、６款 町債 １項 町債 １目 農業集落排水事業債４０万円減

額です。

１３８ページをお開きください。補正予算第２条 債務負担行為の補正の追

加でありまして、第２表の記載のとおりであります。

続きまして、１３９ページです。補正予算第３条 地方債の補正であります

が、第３表の地方債補正のとおり、限度額を変更するものであります。以上で

説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１１番 議案第５号 令和４年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程１１番 議案第５号 令和４年度月形町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２０７ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第５号 令和４年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第

１号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１９４万円減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２２１万円とするものであります。
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また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は２０８ページから２０９ページの第１表 歳入歳

出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、年度末に当たりまして、事務事業費の確定、

執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行っての、主に予算の整理でご

ざいます。

それでは、２２２ページをお開きください。はじめに、歳出です。１款 総

務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費２万３，０００円減額。続きまし

て、２２４ページ、２款 後期高齢者医療広域連合納付金 １項 後期高齢者

医療広域連合納付金 １目 後期高齢者医療広域連合納付金１９１万７，００

０円減額です。

２１６ページをお開きください。歳入です。１款 後期高齢者医療保険料

１項 後期高齢者医療保険料 １目 特別徴収保険料３５５万３，０００円

減額、２目 普通徴収保険料３４８万６，０００円増額でございます。続き

まして、２１８ページ、２款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会

計繰入金１９１万９，０００円減額です。続きまして、２２０ページ、３款

繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金４万６，０００円増額です。以上で説

明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 １時４５分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 １時４５分再開）

◎ 日程１２番 議案第４号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 議案第４号 令和４年度月形町介護保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１６５ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第４号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第４号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第４

号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，５３２万３，０００円

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４，２３２万２，００

０円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は１６６ページから１

６７ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、年度末に当たりまして、事務事業費の確定、

執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行っての、主に予算の整理であ

りますが、コロナ禍の中にありまして、介護サービス全般にわたって利用者が

減少し、給付費等が減額となるものでございます。

１８８ページをお開きください。はじめに、歳出です。１款 総務費 １項

総務管理費 １目 一般管理費１１万７，０００円減額。２項 介護認定審査

会費 １目 介護認定審査会費９万２，０００円減額、２目 認定調査等費２

４万４，０００円減額。１９０ページです。２款 保険給付費 １項 介護サ

ービス等諸費 １目 居宅介護サービス等給付費１，３５６万６，０００円減

額、２目 施設介護サービス給付費５９４万２，０００円減額、５目 居宅介

護サービス計画給付費２３万２，０００円減額。次に、１９２ページです。２

項 介護予防サービス等諸費 １目 介護予防サービス給付費１７万３，００

０円減額、４目 介護予防サービス計画給付費１９万１，０００円減額、３項

その他諸費 １目 審査支払手数料３万４，０００円減額。１９４ページにわ

たります。４項 高額介護サービス等費 １目 高額介護（予防）サービス費

１８８万９，０００円減額、５項 高額医療合算介護サービス等費 １目 高

額医療合算介護（予防）サービス費１７万９，０００円減額、６項 特定入所

者介護サービス等費 １目 特定入所者介護（予防）サービス費１，１８０万

２，０００円減額。次に、１９８ページです。３款 地域支援事業費 １項 介

護予防事業費 １目 介護予防事業費９万８，０００円減額、２項 包括的支

援事業・任意事業費 ２目 総合相談事業費、これにつきましては、財源振替

でございます。３目 任意事業費５９万４，０００円減額。次に、２００ペー

ジ、４目 生活支援体制整備事業１０万５，０００円減額、６目 在宅医療・

介護連携推進事業費１万５，０００円減額、３項 介護予防・生活支援サービ

ス事業費 １目 介護予防・生活支援サービス事業費５万６，０００円減額。
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２０４ページです。５款 諸支出金 ２項 繰出金 １目 他会計繰出金６，

０００円増額です。

１７４ページをお開きください。次に、歳入です。１款 保険料 １項 介

護保険料 １目 第１号被保険者保険料９０万円減額。次に、１７６ページ

です。４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 介護給付費負担金１６

万６，０００円減額、２項 国庫補助金 １目 調整交付金８３万４，００

０円減額、２目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）１０万

９，０００円減額、３目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事

業）４万５，０００円減額、４目 保険者機能強化推進交付金２万円減額、

５目 介護保険保険者努力支援交付金１２万３，０００円増額。次に、１７

８ページです。５款 支払基金交付金 １項 支払基金交付金 １目 介護

給付費交付金１，６３１万１，０００円減額、２目 地域支援事業支援交付

金６万１，０００円減額。１８０ページです。６款 道支出金 １項 道負

担金 １目 介護給付費負担金７５５万１，０００円減額、２項 道補助金

１目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）５万４，０００円

減額、２目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）２万９，

０００円減額。続きまして、１８２ページです。８款 繰入金 １項 一般

会計繰入金 １目 介護給付費繰入金７９６万３，０００円減額、２目 そ

の他一般会計繰入金８０万７，０００円減額、３目 地域支援事業繰入金（包

括的支援事業・任意事業）６万７，０００円減額、４目 低所得者介護保険

料軽減繰入金１２万５，０００円減額、５目 地域支援事業繰入金（介護予

防・日常生活支援事業）５万４，０００円減額、２項 基金繰入金 １目 介

護給付費準備基金繰入金１，０６２万４，０００円減額。続きまして、１８

４ページです。９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１，０３６万９，

０００円増額でございまして、令和３年度の繰越金をこれで全額予算化する

ものです。続きまして、１８６ページ、１０款 諸収入 ２項 雑入 ３目

雑入９万５，０００円減額でございます。以上で説明を終わります。ご審議

の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 １９１ページと１９５ページですけれど、先ほど副町

長からコロナ禍の影響によって減額ということですけれど、例えば、居宅介護

サービス等給付費約１，２００万円、それと、次の施設介護サービス給付費約

５９０万円、１９５ページの特定入所者介護（予防）サービス費約１，１８０

万円の減額ですけれど、もう少し、説明していただいてよろしいでしょうか。
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○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 居宅介護サービス等給付費は、件数と実日数

で給付費が決まってくるのですけれど、予算に対しまして件数２０９件の減、

実日数４２４６日の減で、この減額となっております。施設介護サービス給

付費は、件数１４１件の減、実日数３８５４日の減となっております。特定

入所者介護（予防）サービス費につきましては、施設に入所されている方の

食費と居住費の負担を軽減する制度のことでありまして、施設介護サービス

給付費を受けている方が減少してくると、こちらも減となるということでご

ざいます。居宅も施設についてもコロナの影響はかなり大きくて、どちらに

ついても利用者は大きく減っているというのが現状でございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 今のは分かったのですけれど、このサービスを受けら

れなかったという部分で、今までサービスを受けられた人たちの不安だとか、

何か影響を受けたということは、ないのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 サービスを受けていた方々の不安が直接こち

らの耳に多く届いているかというと、そういうわけではないですけれど、特

に在宅されている方については、通所のサービスがクラスターの影響で何日

間か中止されたというようなこともございまして、例えば、入浴がその間、

できづらくなったとか、家から出ることが少なくなってしまって認知症が多

少進んだとかというお話は聞いております。入浴については、デイサービス

や緑苑のデイケアともに入浴だけはできるような配慮も施設の方ではしてく

ださってはいたのですけれど、それでも賄いきれない部分はあったのかなと

感じております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 今、課長が言われたように、サービスを受けられなく

て実際に認知症が進んでしまったとか、身体が弱って要介護になったという

ことは聞いているので、今後、そういう人たちに対する部分の改善というの

は、何か考えていらっしゃることはありますか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 今後、コロナの状況がどのようになっていく

か分からないですけれど、まずはコロナの発生が少なくなって、このような

感染症による施設の閉鎖ですとか、サービス利用が難しくなるということが

まずは無ければいいなというところが大きなところです。今後、そのような

ことになったときに、代替のサービスがあるかと言われると、月形町の場合、

かなり難しいのかなと思っておりまして、議員の言われるこれからの対策と
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いうのは、もう少しよく考えていかなければいけない部分なのかなと思って

います。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第４号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 １時５８分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 １時５８分再開）

◎ 日程１３番 議案第６号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第５号）

○ 議長 金子 廣司 日程１３番 議案第６号 令和４年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２２７ページをお開き願います。議案第６号

令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第５号）について、

ご説明申し上げます。補正予算第２条 収益的収入及び支出の予定額の補正

でありますが、収入の部では、１款 病院事業収益 １項 医業収益６，４

０４万４，０００円増額、２項 医業外収益１，５５６万２，０００円減額、

３項 特別利益６２５万円増額、計５，４７３万２，０００円増額し、病院

事業収益の総額を７億４，５８３万２，０００円とするものであります。支

出の部では、１款 病院事業費用 １項 医業費用４，５０３万３，０００

円増額、２項 医業外費用３４４万９，０００円増額、４項 特別損失６２

５万円増額、計５，４７３万２，０００円増額し、病院事業費用の総額を病

院事業収益の総額と同額の７億４，５８３万２，０００円とするものであり

ます。

補正予算第３条は、資本的収入及び支出の予定額の補正でありまして、収
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入の部では、１款 資本的収入 ２項 企業債２０万円減額、３項 補助金

１８万円減額、計３８万円減額し、資本的収入の総額を４，０５１万１，０

００円とするものであります。支出の部では、１款 資本的支出 １項 建

設改良費１４５万１，０００円減額し、資本的支出の総額を５，８６６万２，

０００円とするものであります。これによりまして、資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，９２２万２，０００円を１，８１５万１，００

０円に、また、過年度分損益勘定留保資金についても同様の額に改めるもの

であります。

今回の補正予算につきましては、年度末に当たりまして、事務業務費の確定

や執行見込額の精査を行い、主に予算の整理をするものでありますが、町が行

う新型コロナウイルス感染症対策の一環としまして、町立病院が新型コロナウ

イルス感染者の受入れを行っている施設であることに鑑み、施設従事者に対し、

給付する慰労金を新たに計上させていただいております。

２４４ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出でございます。

１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費１，１０８万円減額。続

きまして、２４６ページ、２目 材料費４，７６２万９，０００円増額、内訳

は、薬品費と診療材料費ですけれど、入院患者及び外来患者の増加、高額な薬

品の使用に伴いましての薬品費等の増額でございます。次に、２４６ページに

戻りまして、３目 経費８６６万３，０００円増額です。説明欄、１１節 委

託料ですが、検査業務につきましては、入院患者、外来患者の増加に伴いまし

ての検査業務が増えて、委託料が増えており、５８６万円を増額するものでご

ざいます。続きまして、２４８ページです。４目 減価償却費１７万９，００

０円減額、２項 医業外費用 ２目 患者外給食費２４万９，０００円増額、

３目 雑支出３２０万円増額、４項 特別損失 １目 特別損失６２５万円増

額、これにつきましては、冒頭、申し上げました、また、一般会計補正予算で

もご説明申し上げました町立病院の医療従事職員、事務職員並びに町立病院の

委託業務従事者に対してのコロナウイルス感染症対策に係る慰労金として町

から支払われるもので、町立病院でそれを受けて慰労金を支給するものでござ

います。これもご説明しましたが、医療従事職員、事務職員１人当たり１０万

円の積算、町立病院の委託業務従事者１人当たり５万円の積算での金額でござ

います。

続きまして、２４０ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及

び支出の収入でございます。１款 病院事業収益 １項 医業収益 １目 入

院収益７，４０７万５，０００円増額。２目 外来収益５２８万３，０００円

増額、３目 他会計負担金１，１４５万８，０００円減額、４目 その他医業

収益３８５万６，０００円減額でございます。入院患者数、外来患者数とも前
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年の数を上回っておりまして、収益も増額をするものでございます。これらに

伴いまして、一般会計負担金は減額するものでございます。次に、２項 医業

外収益 １目 他会計負担金１，９２８万８，０００円減額、一般会計からの

負担金と国保会計からの負担金ですけれど、一般会計負担金につきましては、

医業収益分の負担金と合わせまして３，１３０万８，０００円が減額となりま

す。続きまして、２４２ページです。２目 患者外給食収益３１万６，０００

円増額、３目 長期前受金戻入１７１万３，０００円増額、４目 その他医業

外収益１６９万７，０００円増額でございます。説明欄、その他医業外収益、

下段、医師会休日夜間診療確保対策事業交付金１５５万５，０００円につきま

しては、北海道からの物価高騰対策支援金ほかでございます。続きまして、２

４２ページに戻っていただき、３項 特別利益 １目 特別利益６２５万円増

額でございます。町からの町立病院の医療従事職員、事務職員、委託業務従事

職員に対する慰労金でございます。

続きまして、２５２ページをお開きください。資本的収入及び支出の支出で

ございます。１款 資本的支出 １項 建設改良費 １目 有形固定資産購入

費１４５万１，０００円減額です。

続きまして、２５０ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入で

ございます。１款 資本的収益 ２項 企業債 １目 企業債２０万円減額、

３項 補助金 １目 補助金１８万円減額です。

次に、２２８ページをお開きください。補正予算第４条 債務負担行為の

補正であります。債務負担行為をすることができる事項として２つの業務を

追加するものであります。次に、補正予算第５条 企業債の補正であります。

これにつきましては、医療機器整備事業の限度額を変更するものであります。

続きまして、２２９ページ、補正予算第６条 議会の議決を経なければ流用

することができない経費につきましては、給与費を１，１０８万円減額し、

４億１６０万３，０００円に改めるものであります。次に、補正予算第７条

たな卸資産購入限度額でありますが、４，７６２万９，０００円増額し、１

億４，９９８万７，０００円に改めるものであります。以上で説明を終わり

ます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ２４７ページ、薬品費と診療材料費、先ほどの副町長

からの説明では、入院患者の増と高額な薬を使っているということですけれ

ど、高額な薬というのは、コロナの薬ということでよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。
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○ 病院事務長 高田 恵一 コロナ患者の点滴薬、ベクルリーというのがご

ざいますが、１本６万３，３４２円で購入しており、８月から１月までの間

で３３８本購入しておりますので、コロナの点滴剤だけで２，０８２万８０

０円増えており、この他にもラゲブリオという錠剤があるのですけれど、そ

れが概ね９万円ぐらいするのですが、それが５０本程度購入しておりますの

で、コロナ対策の薬品だけで２，５００万円程度は増えているという状態で

ございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。これを使っている入院患者は、元々違

う疾病で入院されているわけで、そこでコロナにかかってしまったというこ

とで、その入院収益というのは、入院収益の中にこの部分の診療報酬は入っ

ているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 高田 恵一 入院収益の中に入っております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。これは、参考に教えてほしいのですけ

れど、先ほど言った点滴薬や錠剤等を使う場合、患者１人に投与したらどれ

くらいの費用が掛かるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 高田 恵一 ラゲブリオ錠剤につきましては、１人１瓶が基

本になっております。ベクルリーについては、診療点数上１４日間だけ救急

医療管理加算が取れますので、基本的にはその期間内に投与するような形と

なっております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６号は、原案のとおり可決することにしたいと思

います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時１３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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（午後 ２時１３分再開）

◎ 日程１４番 議案第７号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について

○ 議長 金子 廣司 日程１４番 議案第７号 月形町職員定数条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２５９ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第７号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について、ご説明申し上げます。議案第７号は、職員の定年制度が改正さ

れ、令和５年度から定年年齢が６５歳まで２年に１歳ずつ引き上げられるこ

とに鑑み、職員の定数を改めるため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。改正の内容でありますが、今後、段階的に６１歳から６５歳まで

の職員が増えることになることを踏まえまして、新規採用者の平準化をはじ

めとする職員の年齢構成を勘案した定数管理を行う必要があるため、定数に

若干の余裕を持たせるものでありまして、町長の事務部局の職員定数「６０

人」を「６５人」に改めるものです。なお、町長以外の事務部局等の職員定

数については、今後の状況に応じて適宜対応していく考えでおります。この

条例は、令和５年４月１日から施行するものであります。以上で説明を終わ

ります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第７号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１５番 議案第８号 月形町個人情報の保護に関する法律施行条例の

制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１５番 議案第８号 月形町個人情報の保護に関

する法律施行条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２６１ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第８号 月形町個人情報の保護に関する法律施行条例の

制定について、ご説明申し上げます。議案第８号は、令和３年５月に個人情報

保護法が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の法

律が一律に適用されることとなるため、現行の月形町個人情報保護条例を廃止

して、法律において委任された事項及び条例で定めることを認められた事項を

規定する条例を制定しようとするものであります。条例の概要でありますが、

第３条の個人情報取扱事務登録簿につきましては、現行同様に登録簿を作成し

閲覧に供することを規定しております。２６２ページの第４条から２６３ペー

ジの第６条までは、個人情報の開示請求に関することについて規定をしており

まして、第４条は、開示決定等を行う期限を法で定められている請求があった

日から３０日以内より短い現行同様の１４日以内とすることを規定しており

ます。第５条は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合は、開

示請求があった日から４４日以内に全てを開示決定等しなくても、相当の部分

につき開示決定等をすれば、足りるとする特例を規定しております。２６３ペ

ージ、第６条ですが、開示請求に係る費用負担について規定をしておりまして、

現行同様、手数料は無料、個人情報の写しの交付に係る費用は、開示請求者の

負担とすることを規定。第７条は、審査会への意見聴取についてで、専門的な

知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認めると限定した場合に、月形町情

報公開個人情報保護等審査会に諮問することができることを規定しておりま

す。附則でありますが、第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する

ものであり、第２条において現行の月形町個人情報保護条例は、廃止をするも

のであります。経過措置でありますが、現行条例で規定している罰則規定につ

いては、現行条例廃止後も適用される旨を規定しております。以上で説明を終

わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第８号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。
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◎ 日程１６番 議案第９号 月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例等

の一部を改正する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１６番 議案第９号 月形町情報公開・個人情報

保護等審査会条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２６７ページをお開きください。ただ今、議

題となりました議案第９号 月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例等

の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。議案第９号は、

今ほど議決をいただきました月形町個人情報の保護に関する法律施行条例を

制定し、月形町個人情報保護条例を廃止することに伴いまして、月形町情報

公開・個人情報保護等審査会条例等の関係条例におきまして引用しておりま

す条文等の改正が必要となるため、条例を制定しようとするものであります。

条例の概要でありますが、月形町情報公開・個人情報保護等審査会条例の一

部改正では、第１条は、引用条文の改正、第２条は、審査会委員の任期を国

の期間に合わせて２年から３年に延長する改正であります。月形町の公の施

設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正及び２６８ペー

ジの月形町特定個人情報保護条例の一部改正は、引用条文の改正であります。

附則でありますが、この条例は、令和５年４月１日からの施行でありますが、

第２条の審査会委員の任期を３年に改める規定は、現行委員の任期が令和５

年度末までであるため、令和６年４月１日から施行するものといたします。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第９号は、原案のとおり可決することにしたいと思

います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１７番 議案第１０号 月形町篠津開拓婦人ホーム条例を廃止する条

例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１７番 議案第１０号 月形町篠津開拓婦人ホー
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ム条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２６９ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１０号 月形町篠津開拓婦人ホーム条例を廃止する条

例の制定について、ご説明申し上げます。本件につきましては、昨年１０月、

議会全員協議会におきまして、条例廃止に至る経過や理由等について説明を

させていただいたところでありますが、改めてご説明申し上げます。昭栄地

区にあります、公の施設、月形町篠津開拓婦人ホームは、これまで当該地域

住民の方の福祉の増進等に寄与する活動拠点としてその機能を担ってきてい

るところでありますが、築５０年以上が経過しておりまして、老朽化がかな

り進行していることもありまして、今後を見据え、当該施設の機能を本定例

会提出議案第１１号に係ります旧昭栄小学校を活用した月形町昭栄会館に移

転することとしまして、当該施設の用途を廃止するため、条例を制定しよう

とするものであります。この条例は、令和５年４月１日から施行するもので

あります。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたしま

す。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第１０号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時２５分休憩）

（東出議員 午後 ２時２５分退室）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ２時２６分再開）

◎ 日程１８番 議案第１６号 月形町太陽光発電事業と地域との共生に関す

る条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１８番 議案第１６号 月形町太陽光発電事業と

地域との共生に関する条例の制定についてを議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２８５ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１６号 月形町太陽光発電事業と地域との共生に関す

る条例の制定について、ご説明申し上げます。太陽光発電の普及に伴いまし

て、景観や自然環境の悪化などが全国各地で問題となっている、または、地

域とトラブルとなっている事例が散見されております。このような中で、昨

年１２月、議会全員協議会におきまして条例制定の背景や目的及び条例案に

ついて説明をさせていただき、その後、月形商工会やこれまで月形町内にお

きまして太陽光発電施設を設置した事業者に意見照会をするとともに、パブ

リックコメント、意見公募を行って参りました。その結果、特段の意見はあ

りませんで、このような経過を経て本議会に議案提出をさせていただいたも

のであります。改めて条例の要点等について説明をさせていただきます。第

１条 目的でありますが、この条例は、太陽光発電施設が生活環境、景観そ

の他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、

基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生

を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的

とするものであります。第２条は、基本理念として、太陽光発電事業は、町、

事業者、住民その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力

の向上及び持続的発展を図ることを旨として行わなければならないこと。ま

た、生活環境、景観その他自然環境への配慮について適正に行わなければな

らないことを規定しております。２８６ページ、第４条は、町の責務として

本条例に定める目的及び基本理念にのっとり、本条例の適正かつ円滑な運用

が図られるよう必要な措置を実施することを規定。第５条は、事業者の責務

として事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を

遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並び

に周辺関係者と良好な関係を保たなければならないことを規定。第６条は、

町民等の責務として、町民及び事業区域の土地所有者は、この条例に定める

目的及び基本理念にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に

協力するよう努めなければならないことを規定しております。第７条ですが、

町長は、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を

抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることが

できることを規定し、その抑制区域は、２８７ページの第８条において規定

をしております。

（東出議員 午後 ２時３０分入室）

なお、第８条第１０号の規定による規則で定める区域につきましては、北
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海道文化財保護条例の規定に基づき、指定された北海道指定有形文化財が所

在する土地及びその隣接する土地、そして、同条例の規定に基づき指定され

た有形民俗文化財及び北海道史跡名勝天然記念物の所在する土地及びその隣

接する土地及び月形町文化財保護条例の規定に基づき指定した月形町指定文

化財が所在する土地及びその隣接する土地とすることを考えております。太

陽光発電施設を設置する場合は、第９条の事前協議から第１２条の工事完了

の届出までの手続きを義務付けしまして、事業者が太陽光発電事業を行おう

とするときは、２８８ページの第１１条に規定する事業計画を設置工事に着

手する日の６０日前までに町長に届け出なければならず、その届出をしよう

とするときは、第９条に規定する事前協議と第１０条に規定する周辺関係者

への説明及び周知を必要としております。２８９ページ、第１４条は、太陽

光発電施設を廃止しようとするときの町長への届出について規定。また、第

１５条は、事業者は、太陽光発電施設等を適正に維持管理しなければならな

いことを規定。２９０ページですが、第１６条の報告の徴取から２９１ペー

ジの第１９条の公表は、町長が必要に応じて行う措置について規定をしてお

ります。第２０条ですが、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定めることとします。

附則でございます。この条例の施行期日は、周知期間をおいての令和５年１

０月１日からとすることを規定しております。以上で説明を終わります。ご審

議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 太陽光発電については、私が一般質問をして条例を制

定していただいたということで、感謝を申し上げます。

１点、お聞きしたいのですけれど、この条例の中で、強制力というのか、

罰則規定がないのですけれど、これを設けなかった理由についてお伺いした

いのと、全国でも太陽光発電の条例を制定している自治体もあると思います

けれど、その自治体の多くが罰則規定等を設けていないのか、その点につい

てお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 今、議員からの罰則規定について、でございます。

罰則規定につきましては、地方自治法第１４条にうたってございますけれど、

第１４条第３項でございます。「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあ

るものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、２年以下の懲

役若しくは禁錮、１００万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は



令和５年第１回月形町議会定例会 １日目（３月７日）

43

５万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」ということで、

地方自治法では罰則規定を設けられることになっております。この条例につ

きましては、役場庁内におきましても、先ほど副町長から説明がありました

各関係事業所団体、パブリックコメントを経て、その後、庁内の法令審査委

員会におきまして、立案の参考書も活用しながら協議を進めてきたところで

ございます。罰則の必要性の判断ということで、罰則規定を設けるに当たっ

て、条例制定の目的たる公共福祉の実現にとって罰則という強制力の担保が

必要かどうかというのは、慎重に検討してきたところでございます。罰則の

機能といたしましては、罰則による威嚇力、心理的強制です。もう一つは、

それにもかかわらず現実に義務違反が行われたときは、違反者に対して具体

的に刑罰を科すること。この２つの機能により、条例上の義務が遵守される

よう実効性を担保するというのが、罰則規定の意義であるとされているとこ

ろでございます。各自治体の状況でございますけれど、本町では、法令の支

援システムを導入して、システムを活用して規定の制定等の事務を進めてお

りますけれど、この支援システムの検索等を活用しまして、全国では１６６

自治体が太陽光発電の規制に関する規定を設けている状況でございます。こ

のうち、罰則規定を設けている自治体については、７自治体ということで、

県では２自治体、市では５自治体ということで全体の４％が罰則規定を設け

ている状況でございます。この条例の制定に当たりましては、他自治体の類

似の法律、条例における刑の程度など均衡等を考慮すべきと考えており、従

いまして、今回の本町の条例については、罰則規定は設けずに、条例中の指

導、助言、勧告さらには公表をもって条例上の義務の実効性を担保する効果

を期待するものでございます。ただし、今後太陽光発電施設の状況あるいは

他自治体の状況の変化等がございまして、必要ということがございましたら、

その動向によっては見直しの検討も行っていくことになるかなと考えてござ

います。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 これからどんどん太陽光発電施設がいろんな所で設置

されると思います。廃止の届出の条文を見ると、かなりゆるいような条例に

なっていますので、これで、事業者が撤退して、その処理ができない場合、

土地を貸した方に責任がくると思うので、先ほどの説明では、多くの自治体

では罰則規定は設けていないということですけれど、これからそのようなこ

とも考えられるので、折を見てしっかり、他町村との打合せや勉強をして条

例を作っていただきたいと思います。これについてはお願いですので、答弁

はいりません。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）
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○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第１６号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 先ほど、表題を申し上げたときに、議案第１６号 月

形町太陽光発電事業との共生に関する条例の制定についてと言ったのですけ

れど、議案第１６号 月形町太陽光発電事業と地域との共生に関する条例の

制定についてということで、「と地域」が抜けていましたので、訂正いたしま

す。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時４０分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ２時４０分再開）

◎ 日程１９番 議案第１８号 月形樺戸博物館条例の一部を改正する条例の

制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１９番 議案第１８号 月形樺戸博物館条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３０３ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１８号 月形樺戸博物館条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。議案第１８号は、月形樺戸博物館を構

成する施設を、現在の実態に合わせて明確にするとともに、博物館の機能を

拡充するため、条例の一部を改正しようとするものであります。改正の内容

でありますが、月形樺戸博物館は、現在樺戸博物館本館と称しております施

設とそれまでの北海道行刑資料館を旧樺戸集治監本庁舎としている施設、こ

の２つの施設をもって平成８年に設置開館されておりますが、実態としては、

樺戸博物館本館と連絡通路で結ぶ月形町農業研修館を含め３つの施設を月形

樺戸博物館として一体的に管理運営を行っております。このため、このよう

な実態に合わせ、樺戸博物館を構成する施設を条例で明確に位置付けた上で、

施設管理をしていくため、新たに博物館に置く施設として３施設を条例に規

定するものであります。なお、第３条第３号の月形樺戸博物館別館は、現在
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の月形町農業研修館のことであります。また、博物館の機能を拡充するため、

博物館が行う事業の規定に、他の博物館と連携し、及びこれからの研究活動

に協力することを加えるものであります。附則でありますが、この条例の施

行は、令和５年４月１日からとするものであります。また、月形町農業研修

館設置及び管理に関する条例は、これをもって廃止をするものでございます。

以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第１８号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時４４分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ２時５５分再開）

◎ 日程２０番 令和５年度町政執行方針、日程２１番 令和５年度教育行政

執行方針

○ 議長 金子 廣司 日程２０番 令和５年度町政執行方針、日程２１番

令和５年度教育行政執行方針を一括議題といたします。

○ 議長 金子 廣司 最初に、令和５年度町政執行方針の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 町長。

○ 町長 上坂 隆一 町政執行方針を朗読説明する。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時４４分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ３時５０分再開）

○ 議長 金子 廣司 続いて、令和５年度教育行政執行方針の説明を求めま

す。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 教育行政執行方針を朗読説明する。
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○ 議長 金子 廣司 以上で執行方針の説明を終わります。

◎ 日程２２番 議案第１１号 月形町昭栄会館条例の制定について、日程２

３番 議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条例の制定について、日

程２４番 議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交付条例の一部を改正

する条例の制定について、日程２５番 議案第１４号 月形町地域公共交通

活性化協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について、日程２６番

議案第１５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程２７番 議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条

例の制定について、日程２８番 議案第１９号 町道路線の認定について、

日程２９番 議案第２３号 令和５年度月形町一般会計予算、日程３０番

議案第２４号 令和５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、日程３１

番 議案第２５号 令和５年度月形町農業集落排水事業特別会計予算、日程

３２番 議案第２６号 令和５年度月形町介護保険事業特別会計予算、日程

３３番 議案第２７号 令和５年度月形町後期高齢者医療特別会計予算、日

程３４番 議案第２８号 令和５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予

算

○ 議長 金子 廣司 日程２２番 議案第１１号 月形町昭栄会館条例の制

定について、日程２３番 議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条例

の制定について、日程２４番 議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交

付条例の一部を改正する条例の制定について、日程２５番 議案第１４号

月形町地域公共交通活性化協議会設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程２６番 議案第１５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について、日程２７番 議案第１７号 月形町道路占用料条例

の一部を改正する条例の制定について、日程２８番 議案第１９号 町道路

線の認定について、日程２９番 議案第２３号 令和５年度月形町一般会計

予算、日程３０番 議案第２４号 令和５年度月形町国民健康保険事業特別

会計予算、日程３１番 議案第２５号 令和５年度月形町農業集落排水事業

特別会計予算、日程３２番 議案第２６号 令和５年度月形町介護保険事業

特別会計予算、日程３３番 議案第２７号 令和５年度月形町後期高齢者医

療特別会計予算、日程３４番 議案第２８号 令和５年度国民健康保険月形

町立病院事業会計予算、以上、１３議案につきましては、関連がありますの

で、一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 ただ今、議題となりました議案について、ご説明申
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し上げます。議案第２３号 令和５年度月形町一般会計予算、議案第２４号

令和５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、議案第２５号 令和５年

度月形町農業集落排水事業特別会計予算、議案第２６号 令和５年度月形町

介護保険事業特別会計予算、議案第２７号 令和５年度月形町後期高齢者医

療特別会計予算、議案第２８号 令和５年度国民健康保険月形町立病院事業

会計予算につきましては、町政執行方針でその大要を申し上げておりますが、

一般会計、４特別会計、１事業会計合わせて６会計につきまして、ご提案を

させていただきます。また、予算に関連します議案第１１号 月形町昭栄会

館条例の制定について、議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条例の

制定について、議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交付条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第１４号 月形町地域公共交通活性化協

議会設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１５号 月形町

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１７号 月

形町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号

町道路線の認定についての７つの議案につきましても合わせてご提案させて

いただくものでありますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 説明が終わりました。お諮りいたします。ただ今、上

程されました、令和５年度各会計予算及び予算関連議案の審査については、

議長を除く全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、令和５年度各会計予算の関連議案と

して議案第１１号から議案第１５号、議案第１７号及び議案第１９号の７議

案、令和５年度各会計予算として議案第２３号から議案第２８号までの６議

案、合わせて１３議案については、議長を除く全員で構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 お諮りいたします。３月８日から３月１３日までは、

会議規則第１０条第１項及び同条第２項の規定により休会とし、３月１５日

から、令和５年度の各会計予算の審議のため、予算特別委員会が終了するま

で、休会にしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、３月８日から３月１３日までは、会

議規則第１０条第１項及び同条第２項の規定により休会とし、３月１５日か

ら、令和５年度の各会計予算の審議のため、予算特別委員会が終了するまで、

休会することに決定いたしました。
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○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ４時２６分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ４時４０分再開）

○ 議長 金子 廣司 この際、報告いたします。先ほど設置しました予算特

別委員会の委員長に大釜 登議員、副委員長に堀 広一議員が互選されまし

たので報告いたします。

○ 議長 金子 廣司 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これをもって散会いたします。

なお、３月１４日の本会議は、午前１０時００分から再開し、一般質問を行

います。

（午後 ４時４０分散会）


